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                    ○○自治会　会員名簿

住所 氏名

阿南市富岡町トノ町１２３番地４ 阿南　太郎

　　　　　〃 阿南　花子

　　　　　〃 阿南　○○

　　　　　〃 阿南　△△

阿南市富岡町トノ町１２３番地５ 富岡　太郎

　　　　　〃 富岡　花子

阿南市富岡町トノ町１２３番地６ 山田　一郎

　　　　　〃 山田　梅子

阿南市富岡町トノ町２３４番地５ 佐藤　○○

　　　　　〃 佐藤　△△

４　構成員名簿作成

○　名簿に記載するのは世帯単位ではなく、個人単位であることに留意して

ください。また、年齢、性別を問わないので構成員である場合には子どもの名

前も記載してください。構成員でない人は記載不要です。

○　当該地縁団体の相当数(原則として過半数)の構成員が必要です。

○　個人単位の加入であっても、世帯単位で表決権を１票とする議決事項 を

規約で定めることによって、実情に応じた運営が可能になると思われます。会

費についても同様です。（※重要事項の議決は世帯単位とすることはできま

せん）

○　市への報告は不要ですが構成員の変更があるごとに必要な事項を加筆・

 修正し、事務所に備え置いてください。
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☆

○過去の活動実績がわかる書類として

事業報告書、決算報告書（前年度のもの）

○今後の活動内容がわかる書類として

事業計画書、予算書（当年度のもの）

留意点

※

「良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っている
ことを記載した書類」として、次の書類を添付してください。

各自治会で作成している様式でかまいませんが、具体的な活動内容が
わかり、広く地域的な共同活動の内容が記載されていることが必要で
す（特定の活動のみを記載することがないよう注意してください）。

５　事業報告書等について
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阿南市長　様
年 月 日

（ ）

代表者氏名

上記のとおり認可地縁団体印鑑登録証明書 枚の交付を申請します。

申請者 □　本　人 住　所 代表者住所
□　代理人

氏　名 代表者氏名

（注意事項）

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

○ ○ ○

(資格) 代表者

氏　名

1

１

２

３

登録されている
認可地縁団体印鑑

認可地縁団体の名称 ○○○自治会

認可地縁団体の主た
る事務所の所在地

阿南市○○町○○△△番地△

　この申請は本人が自ら行ってください。代理人によるときは、委任の旨を
証する書類が必要です。

　資格(　　)の欄には、代表者、職務代行者、仮代表者、特別代理人又は清
算人のいずれかを記載してください。

　交付請求者等の本人確認のため、運転免許証、個人番号カード等（本人の
写真がちょう付されたものに限る。）を併せて提出してください。

生年月日

明治
大正
昭和
平成

年 月 日
代表者生年月日

○　登録してある地縁による団体の印鑑を御持参ください。

○　申請者の身分証明書を提示してください。

○　１枚あたり３５０円の手数料が必要です。

登録してあ

る印鑑を押

印

条例第13条

条例第14条

記入例
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(例)　代表者が変わったとき

☆

① 名称
② 規約に定める目的
③ 区域
④ 主たる事務所
⑤ 代表者の氏名及び住所
⑥

⑦ 代理人の有無（代理人がある場合は、その氏名及び住所）
⑧ 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
⑨ 認可年月日

☆

必要書類

○告示事項変更届出書

○告示された事項に変更があった旨を証する書類（総会議事録の写しなど）

告示されている事項は次の９つです。変更があれば、届出が必要です。

告示事項が変わったとき

認可を受けた後、告示された事項（代表者の住所・氏名・事務所の所在地等）を変更し
た場合は、「告示事項変更届出」の手続きが必要です。

裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
（職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所）

なお、認可告示した事項に変更があった場合、変更認可告示がなされない限り、当該
変更事項は第三者に対抗できないこととなっておりますので、認可事項に変更があれ
ば、すみやかに届出を行ってください。

会員の新規加入及び脱退については、告示事項でありませんので届出の必要はありませ
ん。各団体で構成員名簿を整理してください。

総会で承認

告示事項変更届出書の提出

阿南市長による告示

施行規則第19条

法第260条の2第11項

法第260条の2第13項

次ﾍﾟｰｼﾞに例を示します。

目的以外の規約変更は規約変更認可申請書の提出が必要。
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年 月 日

阿南市長　様

地縁による団体の名称及び事務所の所在地

名称

所在地

代表者の氏名及び住所

氏名

住所

（連絡先　　　　　　　　　　　　　　　）

１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日

３ 変更の理由

○ ○ ○

告　示　事　項　変　更　届　出　書

　下記事項について変更があったので、地方自治法第２６０条の２第１１項の規定によ
り、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて届け出ます。

代表者の氏名および住所
　　新代表者　○○ ○○ 　阿南市○○町△△１０番地１ 
　　旧代表者　□□ □□ 　阿南市○○町△△２５番地１ 

令和○○年○○月○○日

総会の議決による

記入例
（代表者が変更された場合）

登録済みの団体の「名称」、

「所在地」

代表者の「氏名」、「住所」

総会の議事録を添付してください。

役員改選による、任期満了

による　など

法第260条の2第11項

施行規則第20条
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年 月 日

阿南市長　様

地縁による団体の名称及び事務所の所在地

名称

所在地

代表者の氏名及び住所

氏名

住所

（別添書類）

１ 規約変更の内容及び理由を記載した書類

２ 規約変更を総会で議決したことを証する書類

○ ○ ○

規　約　変　更　認　可　申　請　書

　地方自治法第２６０条の３の規定による規約の変更の認可を受けたいので、別添書類
を添えて申請します。

記入例

登録済みの団体の「名称」、

「所在地」

代表者の「氏名」、「住所」

議事録

規約の変更点がわかる資料（次

ページ）

法第260条の3第2項

施行規則第22条
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　〒774-8501　
　阿南市富岡町トノ町12番地3
　　阿南市市民部市民生活課市民活動支援室
　　電話　 0884-24-8061
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　地縁団体研究会『第４次改訂版 自治会、町内会等法人化の手引』
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